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でんさいサービス利用規定 

 

長岡信用金庫(以下｢当金庫｣といいます。)は、株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下

｢でんさいネット｣といいます。)の窓口金融機関として、利用者(以下｢お客様｣といいます。)

に提供するでんさいサービス(以下｢本サービス｣といいます。)について、次のとおり取り

扱いを行います。 

 なお、本規定における用語の定義は、電子記録債権法、でんさいネット業務規程および

でんさいネット業務規程細則(以下｢業務規程等｣と総称します。）において、使用する用語

の例によります。 

 

第１条(利用の申込み) 

１．本サービスを利用するには、本規定並びに業務規程等の内容をご承諾のうえ、当金

庫所定の利用申込書に必要事項を記入して、当金庫が定める必要書類とともに当金庫

に提出するものとします。 

２．お申込みには、債務者として利用が可能な(この場合、債権者、電子記録保証人とし

ても利用が可能)お申込みのほか、次の利用を限定した特約でお申込みをすることがで

きます。 

一 債権者利用限定特約 

利用申込者またはお客様は、自らを債務者とする発生記録および電子記録保証人

とする単独保証記録を請求しない場合には、債権者利用限定特約でお申込みをす

ることができます。 

二 保証利用限定特約 

利用申込者またはお客様は、自らを電子記録保証人とする保証記録、支払等記録

および変更記録(保証人等にあっては支払等記録および変更記録)以外の電子記録

を請求しない場合には、保証利用限定特約でお申込みをすることができます。 

 

第２条(利用資格) 

 利用申込者またはお客様は、業務規程等に定める利用契約の締結要件の他、当金庫が掲 

げる次の要件の全部を満たす者で、かつ当金庫の審査を経た上で、本サービスの利用契 

約ができるものとします。 

  なお、特約の有無により必要な審査が異なるほか、審査の結果によっては、お申込み 

に応じられない場合があります。 

１．債務者(債権者、電子記録保証人としても利用が可能)として利用される場合 

一 当金庫の営業地域内に事業所または居所を有すること 

二 当金庫所定のパーソナルコンピュータ等の端末機(以下｢端末｣といいます。)を利

用できる環境があること 
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２．債権者利用限定特約により利用される場合 

一 当金庫の営業地域内に事業所または居所を有すること 

二 端末を利用できる環境があること 

 

第３条(サービス内容) 

１．当金庫は、お客様がでんさいネットを利用するにあたり、次のサービスを提供いた

します。 

一 電子記録の請求に関するサービス 

二 電子記録の開示に関するサービス 

三 でんさいの決済に関するサービス 

四 前３号に付随するサービス 

２．お客様は、業務規程等および本規定等に従って本サービスを利用するものとします。 

 

第４条(電子記録の請求方法) 

お客様は次のいずれかの方法で、電子記録の請求を行うことができます。ただし、当金

庫が定めた場合には、第２項の方法により電子記録の請求をするものとします。 

一 端末を用いた方法 

二 当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただく方法 

 

第５条(予約請求) 

１．お客様は、電子記録の請求において、電子記録を行う日を指定することができます。 

２．前条第２項の方法により、電子記録を行う日を指定した請求について取消を行う場

合、電子記録を行う日の２営業日前までに、当該請求を取り消す旨お申し出ください。 

 

第６条(一括請求機能) 

１．お客様は、発生記録請求、譲渡記録請求、分割譲渡記録請求について、それぞれ複

数の記録請求を一括して行うことができます。 

２．前項の取り扱いは端末を用いた方法でのみ利用できます。 

 

第７条(債権者請求方式の発生記録請求) 

１．お客様は、当金庫が認めた場合には、債権者として発生記録の請求をすることがで

きます。 

２．前項の規定による請求は、当該発生記録請求の債務者の窓口金融機関が債務者に対

してこの取り扱いを認めていない場合には、行うことができません。 

 

第８条(指定許可機能) 

１．お客様は、当金庫が認めた場合には、お客様自らを電子記録義務者または電子記録

権利者とする電子記録の請求をできる権限を付与する相手方を予め指定しておくこと



3 

 

ができます。 

２．前項の規定によって指定することができる記録請求は、発生記録請求、譲渡記録請

求、単独保証記録請求に限ります。 

 

第９条(請求の制限) 

１．お客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、お客

様自身が請求することができる電子記録の範囲を制限することができます。 

２．前項の制限を解除する場合には、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いた

だくことにより、当該制限を解除することができます。ただし、当該解除は、当金庫

が認めた場合に限るものとします。 

 

第10条(電子記録の通知) 

１．当金庫では、電子記録の通知について、次のとおり取り扱います。 

一 当金庫は、電子記録された内容を、お客様に端末を用いた方法で通知します。 

二 前号の方法により通知できないものについては、別途、当金庫所定の方法により

通知します。 

２．保証利用限定特約により利用される場合には、前項第２号による方法のみといたし

ます。 

 

第11条(電子記録の諾否) 

 債権者請求方式の諾否依頼通知、単独保証記録の諾否依頼通知、変更記録の諾否依頼通 

知、支払等記録の諾否依頼通知に対して、第４条第２項の方法により承諾または否認を 

行う場合には、でんさいネット業務規程に定める期限の２営業日前までにお申し出くだ 

さい。 

 

第12条(開示の請求) 

１．お客様は、次のいずれかの方法で、債権記録に記録されている事項および記録請求

の際に提供された情報の開示を請求することができます。ただし、当金庫が定めた場

合には、第２号の方法により開示の請求をするものとします。 

一 端末を用いた方法 

二 当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただく方法 

２．開示の請求結果の通知については、第10条と同様に取り扱います。 

 

第13条(端末を用いた方法の本人確認等) 

 お客様が端末を用いた方法により、本サービスをご利用いただく際には、次のとおり取 

り扱いを行います。 

１．利用責任者 

一 お客様は、端末を用いた方法において、お客様を代表する管理者(以下｢マスター 
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ユーザ｣といいます。)を当金庫所定の手続により登録するものとします。 

二 マスターユーザは、マスターユーザが定めた一定の範囲内で、本サービスの利用

に関するマスターユーザの権限を代行する利用者(以下｢一般ユーザ｣といいま

す。)を、当金庫所定の手続により登録するものとします。 

三 お客様は、マスターユーザの変更またはマスターユーザの登録内容に変更があっ

た場合、当金庫所定の手続により変更登録するものとします。当金庫は、お客様

での変更登録処理が完了するまでの間、マスターユーザの変更またはマスターユ

ーザの登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一こ

れによってお客様に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある

場合を除き、当金庫は責任を負いません。 

四 マスターユーザは、一般ユーザの追加登録・削除または一般ユーザの登録内容に

変更があった場合、当金庫所定の手続により登録するものとします。当金庫は、

お客様での変更登録処理が完了するまでの間、一般ユーザの追加登録・削除また

は一般ユーザの登録内容に変更がないものとして処理することができるものと

し、万一これによってお客様に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき

事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。 

２．使用できる端末  

本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定の機能を有するものに限り

ます。加えて、本人確認につき、電子証明書を利用する場合には、当金庫所定の方法

により、かかる端末に当金庫が発行する電子証明書と秘密鍵を取得・生成し、インス

トールされている必要があります。なお、端末の種類により本サービスの対象となる

取引は異なる場合があります。 

３．本人確認の手段 

  当金庫は、次のいずれかの方法により、お客様の確認を行うものとします。 

一 電子証明書および各種パスワードによりお客様の確認を行う方式(以下「電子証明

書方式」といいます。） 

二 ＩＤおよび各種パスワードによりお客様の確認を行う方式（以下｢ＩＤ・パスワー

ド方式｣といいます。） 

４．電子証明書の発行 

  電子証明書は、当金庫所定の方法により、お客様のマスターユーザおよび一般ユーザ

に対して(一般ユーザに対してはマスターユーザを通して)発行します。 

５．マスターユーザのパスワード等の登録 

一 マスターユーザのログインＩＤ、初回ログインパスワードは、お客様自身が決定

し、申込書により当金庫に届け出てください。 

二 マスターユーザは、本サービスの利用開始前に、端末によりログインパスワード

および承認パスワード等を当金庫所定の方法により登録します。 

三 電子証明書方式を利用する場合には、前２号に加えて、本サービスの利用開始前

に、当金庫所定の方法により電子証明書を端末にインストールしてください。 
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四 当金庫が提供するしんきん法人インターネットバンキングをご利用いただいてい

るお客様においては、申込書により同サービスで使用している電子証明書、お客

様ＩＤ、ログインパスワードを、それぞれ本サービスの電子証明書、ログインＩ

Ｄ、ログインパスワードとして届け出ることができます。なお、本サービスで利

用する承認パスワード等の登録が別途必要になります。 

６．一般ユーザのパスワード等の登録 

一 マスターユーザは、端末により一般ユーザのログインＩＤ、ログインパスワード、 

承認パスワード等を当金庫所定の方法により登録します。 

二 電子証明書方式を利用する場合には、前号に加えて、本サービスの利用開始前に、

当金庫所定の方法により電子証明書を端末にインストールしてください。 

三 前項第４号の届出をいただいたお客様においては、当金庫所定の方法により、当

金庫が提供するしんきん法人インターネットバンキングで使用している電子証

明書、お客様ＩＤ、ログインパスワードを、それぞれ本サービスの電子証明書、

ログインＩＤ、ログインパスワードとして登録することができます。なお、本サ

ービスで利用する承認パスワード等の登録が別途必要になります。 

７．本人確認手続 

一 本サービスにおけるマスターユーザの本人確認方法および依頼内容の確認方

法は、次に定めるとおりとします。 

a.電子証明書方式においては、マスターユーザが端末にて提示または入力した電

子証明書、ログインパスワード、承認パスワードと当金庫に登録されている各

内容の一致により確認します。 

b.ＩＤ・パスワード方式においては、マスターユーザが端末に入力したログイン 

ＩＤ、ログインパスワード、承認パスワードと当金庫に登録されている核内容 

の一致により確認します。 

二 第６項によりすでにログインＩＤ、ログインパスワード、承認パスワード等の

登録(電子証明書方式の場合は端末への電子証明書のインストールを含む）が

完了した一般ユーザの取引時における本人確認方法および依頼内容の確認方

法は、次に定めるとおりとします。 

a.電子証明書方式においては、一般ユーザ自身が端末にて提示または入力した電

子証明書、ログインパスワードおよび承認パスワードと当金庫に登録されてい

る各内容の一致により確認します。 

b.ＩＤ・パスワード方式においては、一般ユーザ自身が端末にて提示または入力 

したログインＩＤ、ログインパスワード、承認パスワードと当金庫に登録され 

ている各内容の一致により確認します。 

三 当金庫は、前２号に基づき本人確認および依頼内容の確認を行うことにより、 

次の事項を確認できたものとして取り扱います。 

a.お客様の有効な意思による申込みであること。 

b.当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。 
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四 当金庫が本項に定める本人確認および依頼内容の確認をして取引を実施した

場合、ログインＩＤ、ログインパスワード、承認パスワードまたは電子証明書

につき不正使用、誤使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なも

のとして取り扱い、またそのために生じた損害については、当金庫の責めに帰

すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。 

８．電子証明書の有効期間および更新 

一 電子証明書は、当金庫所定の期間(以下｢有効期間｣といいます。)に限り有効で

す。マスターユーザおよび一般ユーザは、有効期間が満了する前に当金庫所定

の方法により電子証明書の更新を行ってください。 

二 前号による電子証明書の更新が行われなかった場合、電子証明書は有効期間の

満了日をもって失効するものとし、お客様は、以後本サービスを利用すること

ができません。 

三 本サービスが解約、利用停止その他の事由により終了した場合は、発行済みの

電子証明書は、残存期間があっても、当該終了日をもって失効します。 

９．電子証明書の取り扱い 

一 電子証明書は、マスターユーザおよび一般ユーザ本人が保管するものとします。

また、第三者への譲渡・貸与はできません。 

二 電子証明書の内容に変更が生じた場合、当金庫所定の変更手続を行ってくださ

い。 

三 端末の譲渡・破棄等により電子証明書の管理ができなくなる場合には、必ず電

子証明書の削除を行ってください。 

四 端末の譲渡・廃棄等により新しい端末を使用する場合は、当金庫所定の方法に

より電子証明書を再度インストールしてください。 

五 マスターユーザおよび一般ユーザ本人に次に定める事由のいずれかが生じた

場合は、取引の安全性を確保するため、速やかに当金庫所定の書面により当金

庫の取引店に届け出てください。 

a.電子証明書をインストールした端末の譲渡・廃棄等を行った際に｢電子証明書」

の削除を行わなかった場合。 

b.電子証明書をインストールした端末が紛失・盗難等に遭った場合。 

c.電子証明書に偽造、変造、流出、盗用等が生じ、またはそれらのおそれがある

と判断した場合。この届出に対し、当金庫は所定の手続を行い、必要に応じて

本サービスの利用停止等の措置を講じます。当金庫は、この届出に基づく所定

の手続の完了前に生じた電子証明書の第三者による不正使用等による損害につ

いては責任を負いません。 

10.ＩＤ・各種パスワードの管理 

一 ＩＤ・各種パスワードは、お客様の責任において、厳重に管理するものとし、

第三者へ開示しないでください。また、各種パスワードは、生年月日、電話番

号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、



7 

 

定期的に変更手続を行ってください。 

二 ＩＤ・各種パスワードにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれ

がある場合は、当金庫宛に直ちに連絡をしてください。 

三 本サービスの利用にあたり、各種パスワードの誤入力が当金庫所定の回数連続

して行われた場合、その時点で当金庫は本サービスを停止しますので、本サー

ビスの再開を求める際は、お客様は当金庫に連絡のうえ、所定の手続をとって

ください。 

11.取引依頼の確定 

一 当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、お客様の端末に依頼

内容を表示し、お客様は、その内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法

で確認した旨を当金庫に通知するものとします。この依頼内容の確認および通

知が各取引で定める当金庫所定の時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が

受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定

の方法で各取引の手続を行います。 

二 前号の取引において、実施結果および取引依頼の確認内容に不明な点がある場

合、またはその通知が受信できなかった場合は、当金庫まで速やかにご照会く

ださい。 

この照会がなかったことによって生じた損害については、当金庫は責任を負い

ません。 

 

第14条(利用日・利用時間) 

１．第３条に定めるサービスの利用日および利用時間は、当金庫所定の利用日および利

用時間とします。 

２．当金庫所定の利用日および利用時間については、お客様に事前に通知することなく

変更する場合があります。 

 

第15条(決済口座) 

１．お客様は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座を決済口座とし

て、申込書により当金庫に届け出てください。 

２．当金庫は、届出の内容に従い、本サービスの決済口座を登録します。 

決済口座、または債務者として指定可能な預金の種類は普通預金口座または当座預金

口座とさせていただきます。 

３．届出可能な決済口座の口座数は、当金庫所定の口座数以内とします。 

４．届出可能な決済口座は、お客様名義の口座のみとします。 

５．決済口座の追加・変更および削除については、当金庫所定の書面により当金庫の取

引店に届け出てください。 

 

第16条(利用手数料) 
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１．本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下｢利用手数料｣といいま

す。)をいただきます。なお、利用手数料には消費税等相当額を含みます。 

２．当金庫は、利用手数料を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にか

かわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けるこ

となしに、予め指定された決済口座から(複数ある場合には代表口座から)、当金庫所

定の日に自動的に引き落とします。 

３．当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 

４．お客様は、取引内容により利用手数料以外に当金庫所定の諸手数料および消費税を

支払うものとします。 

５．過去にお客様であった方やその他利害関係者が、当金庫に対して電子記録に関する

開示の請求をする場合には、当金庫所定の手数料および消費税をいただきます。 

６．資金不足等により引落不能が生じた場合には、直ちに入金を請求いたします。 

 

第17条(口座間送金決済) 

１．債務者として利用される場合には、発生させたでんさいの支払期日の前営業日まで

に当該でんさいの決済資金を決済口座にご準備ください。 

２．当金庫では、お客様が債務者であるでんさいの支払期日が到来した場合、当該でん

さいの決済資金を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規程の定めにかか

わらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手なしに、当金庫所定

の時間に決済口座から引き落としのうえ、でんさいネットから指定のあった債権者の

口座に払い込みを行います。なお、支払期日が金融機関窓口休業日にあたる場合の払

い込みは、翌営業日に行います。 

３．前項による決済口座からの決済資金の引き落としができない場合は、債権者の口座

への払い込みを行なうことはできません。ただし、当金庫が認めた場合で当金庫所定

の時間までに当該決済資金の入金があれば、払い込みを行います。なお、支払期日が

金融機関窓口休業日にあたる場合の払い込みは、翌営業日に行います。 

４．支払期日が同日の複数のでんさいの支払いがあった場合、またはその他小切手、手

形の支払等があった場合、いずれを先に決済口座から引き落とすかの順序は、当金庫

の判断により行います。 

５．でんさいの分割譲渡により支払期日が同日のでんさいが複数ある場合には、分割後

の債権金額単位で引き落としを行います。 

 

第18条(口座間送金決済の中止) 

 債権者または債務者であるお客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いた 

だくことにより、当金庫に対して口座間送金決済の中止の申し出を行うことができます。 

 

第19条(異議申立) 

１．前条により口座間送金決済の中止の申し出を行った債務者であるお客様は、当金庫
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所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対し、

異議の申立をすることができます。 

２．前項の異議申立は、前項のお客様が、支払期日の前営業日までに、異議申立預託金

を当金庫に預け入れていただくことが必要です。ただし、支払不能事由が不正作出で

あり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立

を正当な理由があるものと認めた場合には、この限りではありません。 

３．支払不能事由が不正作出である場合には、お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取

引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対して、異議申立に合わせて異

議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができます。 

 

第20条(債権者利用限定特約等の解除) 

 お客様が、債権者利用限定特約または保証利用限定特約の解除をご希望の場合には、当 

金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、当金庫の審査を得た上 

で、当該特約の解除を行うことができます。 

 

第21条(利用者登録事項の変更) 

 お客様は、利用者登録事項に変更が生じた後、遅滞なく、当金庫に対して当金庫所定の 

書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより変更の内容を届け出てください。 

この届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 

 

第22条(個人であるお客様が死亡した場合の取り扱い) 

１．お客様が死亡した場合に相続人等が利用者の地位を承継した旨の届出は、相続人等

の代表者が当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出ください。 

２．相続人等の代表者は、前項の届出書に、次に掲げる書類を添付してください。 

一 でんさいネットが指定する書類 

二 当金庫が指定する書類 

３．相続人等は、第１項の書面を提出した後、当金庫所定の手続が完了した後でなけれ

ば、本サービスを利用することはできません。 

 

第23条(合併及び会社分割の取り扱い) 

１．お客様の合併または会社分割により利用者登録事項に変更が生じた場合には、利用

契約の地位を承継したお客様は、遅滞なく、当金庫の取引店に対し、当金庫所定の書

面により、その旨届け出てください。 

２．前項の場合には、お客様は、前項の届出後、当金庫所定の審査の結果、承継した利

用契約の地位に基づく本サービスの全部または一部を利用できない場合があります。 

 

第24条(利用者による解約) 

１．お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程
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等にかかる契約の解約の申し出を行うことができます。 

２．前項の解約は、当金庫がお客様を電子記録債務者または債権者とするでんさいのう

ち、解約の対象となる利用契約にかかるでんさいの全部が消滅したことを支払等記録

等によって確認したときに行うことができます。 

 

第25条(当金庫による解除等) 

１．当金庫は、お客様が次に掲げる事由に該当する場合には、お客様に事前に通知した

うえで、本規定に基づく契約を解除することができます。 

一 でんさいネット業務規程に定める解除事由に該当した場合 

二 第２条に規定する要件を満たさなくなった場合 

三 本規定に違反した場合 

四 その他当金庫が前各号に準ずると認めた場合 

２．当金庫が、前項の規定により解除の通知を発信した場合には、到達のいかんにかか

わらず、通知する解除日にその効力を生ずるものとします。 

３．本規定による契約が解約または解除された後も、第16条、第29条、第31条、第34条

および第36条の規定はなお効力を有するものとします。 

 

第26条(破産手続開始決定等の届出等) 

 お客様は、破産手続開始決定等、業務規程等で定める事由が生じた場合には、遅滞なく、 

当金庫の取引店に、その旨届け出るものとします。 

 

第27条(電子記録の訂正等の届出) 

 お客様は、自己の請求に係る電子記録について、異なる内容の記録がされているなど業 

務規程等に定める事由があることを知った場合は、当金庫の取引店等に直ちにその旨届 

け出るものとします。 

 

第28条(利用者情報の取り扱い) 

１．当金庫は、利用者情報を厳正に管理し、利用者の情報保護のために十分に注意を払

うとともに、本規定に定めた場合以外には利用者情報の利用を行いません。 

２．当金庫は、次の目的のために業務上必要な範囲内で利用者情報を利用します。 

なお、利用者情報のうち、当該情報に含まれる支払不能情報については、本項第１号

から第３号までの利用とします。また、本項第４号から第９号の目的のために利用で

きる利用者情報は、当金庫のお客様に関するものに限ることとします。 

一 でんさいネットから委託を受けた業務を遂行するため 

二 でんさい取引円滑化のため 

三 当金庫の与信取引上の判断のため 

四 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認等や、本サービスを利

用する資格等の確認のため 
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五 本サービスの申込の受付および継続的な取引における管理のため 

六 お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため 

七 市場調査、データ分析およびアンケートの実施などによる金融サービスの研究や

開発のため 

八 当金庫の金融商品・サービスに関する提案のため 

九 その他当金庫との取引を円滑に行うため 

３．当金庫は、参加金融機関業務を遂行するため、でんさい取引円滑化のためおよび参

加金融機関の与信取引のために、でんさいネットおよび第三者に対して利用者情報を

提供し、お客様は当該提供について同意するものとします。 

４．でんさいネットは、電子債権記録業を遂行するため、でんさい取引円滑化のためお

よび参加金融機関の与信取引のために、第三者に対して利用者情報を提供し、お客様

は当該提供について同意するものとします。 

５．でんさいネットまたは当金庫は、業務規程等に基づき、他の利用者または債権記録

に記録されている事項もしくは記録請求に際して提供された情報の開示を請求した者

に対して、次に掲げる事項を開示し、お客様は、当該開示について同意するものとし

ます。 

一 発生記録における債務者の決済口座に係る情報 

二 譲渡記録における譲受人の決済口座に係る情報 

三 支払等記録における支払等を受けた者に係る情報 

四 利用者等の属性、利用者番号および代表者名 

五 譲渡記録における譲渡人に係る情報(決済口座情報を含む) 

六 強制執行等記録における強制執行等を受けた電子記録名義人に係る情報 

七 支払不能事由に係る情報 

八 異議申立の有無に係る情報 

九 電子記録、電子記録の請求、当該請求の有無、当該請求に係る通知または当該請

求の取消しに係る情報 

十 その他業務規程等で開示の対象となる情報 

 

第29条(機密保持) 

お客様は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しない 

ものとします。 

 

第30条(通知等の連絡先) 

１．当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることが

あります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連

絡先とします。 

２．当金庫がお客様にあてて通知・照会・確認を前項の連絡先のいずれか一つに対して、

発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客
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様の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常

到達すべき時に到達したものとみなすものとし、これにより生じた損害については、

当金庫は責任を負いません。 

３．当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・

電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすもの

とし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 

 

第31条(免責事項) 

１．当金庫は、本サービスにおける届出印を決済口座(代表口座)による届出印とし、お

客様は当該届出印を、今後発生する本サービスに関する一切の書面による申込み、届

出、依頼、通知等に使用するものとし、当該届出印を押捺して作成された書面であれ

ば、本サービスに関するお客様の意思を表示した書面であるものとみなします。 

２．当金庫が、諸届書類又は諸請求書類に使用された印影または署名を、届出印(または

署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合、その諸

届書類又は諸請求書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じ

た損害については、当金庫は責任を負いません。 

３．当金庫がお客様の電子証明書、ＩＤ、各種パスワード等の本人確認のための情報が

当金庫に登録されたものと一致することを当金庫所定の方法により確認し、相違ない

と認めて取り扱いを行った場合は、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使

用者がお客様本人でなかった場合でも、それによって生じた損害はお客様の負担とし、

お客様はでんさいの電子記録にしたがって責任を負うものとします。 

４．当金庫以外の参加金融機関またはでんさいネットの責めに帰すべき事由により、本

サービスの取り扱い遅延・不能その他の過誤が生じたことに起因する損害については、

当金庫は責任を負いません。 

５．災害・事変、法令、当金庫の責めに帰すことのできない裁判所等公的機関の措置に

よりお客様に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。 

６．当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわ

らず、電話回線、専用回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路において当

金庫が送信した情報に誤謬・遅延・欠落等が生じた場合、または盗聴等がなされたこ

とによりお客様の取引情報が漏洩した場合、それらのために生じた損害については、

当金庫は責任を負いません。 

７．本サービスを通じてなされたお客様と当金庫間の通信の記録等は、当金庫所定の期

間に限り当金庫所定の方法・手続によって保存するものとします。当該期間経過後は、

当金庫がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当金庫は責任を

負いません。 

８．本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、お客

様の責任において確保してください。当金庫は、端末が正常に稼動することについて

保証するものではありません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が
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成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負い

ません。 

９．法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられ

ている場合(当局検査を含みます。)、当金庫はお客様の承諾なくして当該法令・規則・

行政庁の命令等の定める手続に基づいて情報を開示することがあります。当金庫が当

該情報を開示したことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。 

 

第32条(でんさいの活用) 

 お客様は、当金庫に対し、別に締結する信用金庫取引約定書等に基づき、当金庫所定の 

手続によりでんさいの割引等の申込みをすることができるものとします。 

 

第33条(関係規定の適用・準用) 

 本規定に定めのない事項については、普通預金規定、当座勘定規定等の各規定により取 

り扱います。これらの規定と本規定との間で取り扱いが異なる場合、本サービスに関し 

ては本規定が優先的に適用されるものとします。 

 

第34条(規定の変更等) 

１．この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の

事由があると認められる場合には、当金庫ホームページその他相当の方法で変更内容

および変更日を公表することにより、変更できるものとします。 

２．前記１．の変更は、公表の際に定める相当の期間を経過した日から適用されるもの

とします。 

 

第35条(業務規程等による取り扱い) 

１．本サービスについては、前各条のほか、業務規程等その他でんさいネットが定めた

規則に従って処理するものとします。 

２．災害、事変等のやむをえない事由により緊急措置がとられている場合には、第17条

第２項の規定にかかわらず、支払期日が経過したでんさいについても決済口座から支

払うことができるなど、その緊急措置に従って処理するものとします。 

３．前項の取り扱いによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 

 

第36条(準拠法・合意管轄) 

１．本規定の準拠法は日本法とします。 

２．本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在

地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることにします。 

 

第 37条（規定の改廃） 

 １．この規定の改廃は営業推進部が起案し、常勤理事会の承認を受けるものとする。 
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以 上 

 

付 則 

 

１．この規定は、平成２４年 ９ 月 ３ 日から施行する。 

２．この規定は、平成２４年１２月２５日から一部改正施行する。 

３．この規定は、平成２５年 １ 月１５日から一部改正施行する。 

４．この規定は、令和 ２ 年 ４ 月 １ 日から一部改正施行する。 

５．この規定は、令和 ６ 年 ７ 月１２日から一部改正施行する。 

 


